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(54)【発明の名称】 電子機器において使用するための液晶表示装置

(57)【要約】
【課題】  要求される輝度に応じて電力効率の良いバッ
クライト用の光源を選択できる液晶表示装置およびその
ような表示装置を有する電子機器を実現する。
【解決手段】  透過型液晶表示装置のバックライト装置
（１００）は、冷陰極管（１０）およびＬＥＤ（３０）
からなる複数の光源と、液晶パネル（５４）と、或る面
から入った１つの光源の光を別の面を通して液晶パネル
に向けて放射する導光板（５０）とを含む。バックライ
ト装置（１００）用の制御器（７２、７４、７６）は、
所要の輝度に応じて冷陰極管とＬＥＤのうちの少なくと
も１つの光源を選択しその輝度を決定して動作させる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  冷陰極管および発光ダイオードを含む複
数の光源と、液晶ユニットとを含む液晶表示装置と、
前記液晶表示装置における所要の輝度に応じて前記複数
の光源の中の少なくとも１つを選択してこの選択された
光源を動作させる制御器と、を具える、電子機器。
【請求項２】  前記液晶表示装置は、さらに、少なくと
も１つの面から入った前記複数の光源の中の少なくとも
１つ光源の光を前記液晶ユニットに向けて放射する少な
くとも１つの導光板を含むものである、請求項１に記載
の電子機器。
【請求項３】  前記液晶表示装置は、さらに、或る面か
ら入った光を散乱させて別の面を通して放射する導光体
と、側面から入った前記散乱された光を前記液晶ユニッ
トに向けて放射する導光板とを含むものである、請求項
１に記載の電子機器。
【請求項４】  前記液晶表示装置は、さらに、側面から
入った前記複数の光源の中の少なくとも１つ光源の光を
散乱させて前記液晶ユニットに向けて放射する少なくと
も１つの導光板を含むものである、請求項１に記載の電
子機器。
【請求項５】  少なくとも１つの冷陰極管および少なく
とも１つの発光ダイオードを含む複数の光源と、
液晶パネルと、
或る面から入った前記複数の光源の中の少なくとも１つ
の光を前記液晶パネルに向けて放射する導光板と、
所要の輝度に応じて前記複数の光源の中の少なくとも１
つを選択しその輝度を決定して前記選択された光源を動
作させる制御器と、を具える、液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示装置およ
び液晶表示装置を有する電子機器に関し、特に、電子機
器の液晶表示装置における改善された電力効率のバック
ライト装置の構成に関する。
【０００２】
【発明の背景】液晶表示装置の電力節減方法として、例
えば、丸山、他によって１９９９年に公開された特開平
１１－３８４１０号公報には半透過型の液晶表示装置を
用いる方法が開示されている。この液晶表示装置は、暗
い場所では、バックライト用の光源として冷陰極管（Ｃ
ＣＦＬ）を用いることによって透過型の液晶表示装置と
して用いられ、明るい場所では冷陰極管を用いずに周囲
光を白色反射板で反射させることによって反射型の液晶
表示装置として用いられる。
【０００３】他の電力節減方法として、例えば、胡桃澤
によって１９９９年に公開された特開平１１－１０１９
８０号公報には、冷陰極管および化学的発光を用いた液
晶表示装置が記載されている。この液晶表示装置は、電
子機器で交流（ＡＣ）電源を使用する時はバックライト
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用の光源として冷陰極管を用い、電子機器で直流（Ｄ
Ｃ）バッテリを使用する時はバックライト用の光源とし
て化学的に発光する混合液が封入された袋を用いる。
【０００４】特開平１１－３８４１０号公報の半透過型
液晶表示装置では、明るい場所で反射型液晶表示装置と
して用られることによって、直流バッテリが使用される
ときにそのバッテリの動作可能な持続時間を延ばすこと
ができる。しかし、その半透過型液晶表示装置では、暗
い場所で使用され明るい輝度（明るさ）を必要とする場
合に冷陰極管が使用され、その際、通常の透過型液晶表
示装置の電力レベルではその透過型液晶表示装置より光
の透過が制限される分だけその輝度が低くその表示品質
が劣り、通常の透過型液晶表示装置と同じ輝度を確保す
るためにはより大きい電力が必要になる。
【０００５】特開平１１－１０１９８０号公報の冷陰極
管および化学的発光を用いた液晶表示装置では、化学的
に発光する混合液の袋を液晶表示装置に挿入する必要が
あり、また一度発光を開始すると化学反応が終わるまで
発光し続け途中で発光を止めることができず、経済的で
ない。また、ユーザはその袋を常に携帯する必要があ
り、使用済みの袋を処分する手間がかかる。
【０００６】発明者たちは、所要の輝度に応じて、液晶
表示装置のバックライト用の光源として冷陰極線管と発
光ダイオードを選択することによって、液晶表示装置お
よびそれを用いた電子機器の消費電力効率が改善できる
と認識した。
【０００７】本発明の目的は、所要の輝度に応じて電力
効率の良いバックライト用の光源の選択を可能にする液
晶表示装置を実現することである。
【０００８】本発明の別の目的は、液晶表示装置のため
の所要の輝度に応じて電力効率の良いバックライト用の
光源の選択を可能にすることによって、電子機器におい
て使用されるバッテリの動作可能な持続時間を長くする
ことである。
【０００９】
【発明の概要】本発明の１つの特徴（側面）によれば、
電子機器は、冷陰極管および発光ダイオードを含む複数
の光源と、液晶ユニットとを含む液晶表示装置と、その
液晶表示装置に対する所要の輝度に応じてその複数の光
源の中の少なくとも１つを選択してこの選択された光源
を動作させる制御器と、を具えている。
【００１０】実施形態においてその液晶表示装置は、さ
らに、少なくとも１つの面から入ったその複数の光源の
中の少なくとも１つ光源の光をその液晶ユニットに向け
て放射する少なくとも１つの導光板を含んでいる。
【００１１】実施形態において、その液晶表示装置は、
さらに、或る面から入った光を散乱させて別の面を通し
て放射する導光体と、側面から入ったその散乱された光
をその液晶ユニットに向けて放射する導光板とを含んで
いる。
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【００１２】実施形態において、その液晶表示装置は、
さらに、側面から入ったその複数の光源の中の少なくと
も１つ光源の光を散乱させてその液晶ユニットに向けて
放射する少なくとも１つの導光板を含んでいる。
【００１３】本発明の別の特徴によれば、液晶表示装置
は、少なくとも１つの冷陰極管および少なくとも１つの
発光ダイオードを含む複数の光源と、液晶パネルと、或
る面から入ったその複数の光源の中の少なくとも１つの
光をその液晶パネルに向けて放射する導光板と、所要の
輝度に応じてその複数の光源の中の少なくとも１つを選
択しその輝度を決定してその選択された光源を動作させ
る制御器と、を具えている。
【００１４】本発明によれば、液晶表示装置において要
求される輝度に応じて電力効率の良いバックライト用の
光源を選択でき、それによってそのバックライト用の光
源に用いられるバッテリの動作可能な持続時間を長くで
き、そのような液晶表示装置を有する電子機器を実現で
きる。
【００１５】
【発明の好ましい実施形態】本発明によれば、ノートブ
ック・パーソナル・コンピュータ、ハンドヘルド・パー
ソナル・コンピュータおよびＰＤＡのような携帯電子機
器における透過型液晶表示装置（ＬＣＤ）において、バ
ックライト用の光源として、蛍光灯のような冷陰極管お
よび発光ダイオード（ＬＥＤ）が用いられる。低い輝度
の範囲においてＬＥＤは冷陰極管よりも電力効率が高
く、発明者たちは、約２００ｃｍの液晶表示面において
冷陰極管によって設定可能な低い表示輝度を１０個のＬ
ＥＤで実現することによって、冷陰極管の消費電力の約
４０～６０％（約３００～４００ｍＷ）も節減できるこ
とを確認した。
【００１６】本発明の透過型液晶表示装置およびそのよ
うな表示装置を有する電子機器において、所要の表示輝
度が或る閾値（例えば、表示面積当たりの輝度２０ｃｄ
／ｍ２）より高いとき（例えば、２３ｃｄ／ｍ２）は、
冷陰極管が用られて、充分な表示品質を保証する。一
方、所要の表示輝度が或る閾値に等しくまたはそれより
低いとき（例えば、５ｃｄ／ｍ２、２０ｃｄ／ｍ２）
は、ＬＥＤが用いられて、消費電力を節約し、バッテリ
の動作可能持続時間を長くすることができる。また、で
きるだけ頻繁にＬＥＤを用いることによって冷陰極管の
寿命を延ばすことができる。そのために、電子機器にお
いて光源の切り替え制御が行われる。
【００１７】その代替構成として、透過型液晶表示装置
およびそのような表示装置を有する電子機器において、
外部ＡＣ（交流）電源が使用されるときは、光源として
冷陰極管が用られて、充分な表示品質を保証する。一
方、ＤＣバッテリ電源が使用されるときは、ＬＥＤが用
いられて、消費電力を節約しバッテリの動作可能な持続
時間を長くする。
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【００１８】その代替構成として、透過型液晶表示装置
およびそのような表示装置を有する電子機器において、
外部ＡＣ電源が使用されるとき、および所要の表示輝度
が或る閾値（例えば、２０ｃｄ／ｍ２）より高く設定さ
れたとき（例えば、２５ｃｄ／ｍ２）は、冷陰極管が用
られて、充分な表示品質を保証する。一方、ＤＣバッテ
リが使用されかつ所要の表示輝度が或る閾値に等しくま
たはそれより低く設定されたとき（例えば、５ｃｄ／ｍ
２、２０ｃｄ／ｍ２）は、ＬＥＤが用いられる。
【００１９】図１Ａ、ＢおよびＣは、本発明による、透
過型液晶パネル５４の背面に配置されたバックライト装
置１００を含む液晶表示装置５の一実施形態を示してい
る。図１Ａは、バックライト装置１００を含む液晶表示
装置５の正面図と、光源切替制御部７２、冷陰極管駆動
部７４およびＬＥＤ駆動部７６とを示している。図１Ａ
において液晶パネル５４は部分的に切欠いて示されてい
る。図１Ｂは、図１Ａの液晶表示装置５を左側から見た
側面図である。図１Ｃは、図１Ａの液晶表示装置５を下
側から見た底面図である。図１Ｄは、反射シートまたは
反射板５３の構造を説明するのに役立つ。ここで、図１
Ａ、ＢおよびＣに示されているように、バックライト装
置１００の表示面の下向きの垂直方向を＋Ｘ方向、水平
右方向を＋Ｙ方向、表示面の垂直正面方向を＋Ｚ方向と
する。図２～１２において、図１Ａ、ＢおよびＣにおけ
るのと同じ構成要素および類似した構成要素には同じ参
照番号が付されている。
【００２０】冷陰極管駆動部７４は外部ＡＣ電源（図示
せず）およびＤＣバッテリ（図示せず）に結合されてい
る。ＬＥＤ駆動部７６はそのＤＣバッテリに結合されて
いる。また、ＬＥＤ駆動部７６はそのＡＣ電源にも結合
されていてもよい。光源切替制御部７２は、電子機器
（図示せず）のマイクロプロセッサまたはマイクロコン
トローラ７０からの命令ＣＭＤに従って、冷陰極管駆動
部７４またはＬＥＤ駆動部７６を選択して起動する。そ
のマイクロプロセッサは、ユーザによって設定された表
示輝度に従って対応する命令ＣＭＤを供給する。
【００２１】図１Ａ、ＢおよびＣにおいて、バックライ
ト装置１００は、冷陰極管１０、複数のＬＥＤ３０、四
角柱状の長い導光バー（細長い導光板または導光棒）４
０および概ね長方形の導光板５０を含んでいる。導光体
４０および５０は、典型的にはアクリル樹脂でできてい
る。導光板５０は透過型液晶パネル５４の後ろに配置さ
れている。導光板５０は、図１Ａに示されているように
液晶パネル５４を向いた面が平坦で長方形状を有し、図
１Ｂに示されているようにＸＺ平面上で楔状であり、即
ち背面がＸ方向に沿ってＺ方向に傾斜し次第に薄くなっ
ている。導光板５０は、頂部の最も厚い位置で約２ｍｍ
～底部の最も薄い位置で約１ｍｍの厚さを有する。
【００２２】導光板５０の背面は、図１Ｃに示されてい
るようにＹＺ平面においてプリズム状の垂直Ｘ方向のス
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リット状の複数の溝または凹凸５１がＹ軸に沿って形成
されている。この溝５１は、導光バー４０を介したＬＥ
Ｄ３０からのＹ方向の光を導光板５０内で散乱させて正
面Ｚ方向に放射する。図１Ａにはその垂直Ｘ方向の溝５
１の平行な山線および谷線５２が部分的に破線で示され
ている。
【００２３】導光板５０の背面は、知られている反射シ
ートまたは反射板５３で覆われている。図１Ｄに示され
ているように、反射シート５３の導光板５０側には散乱
用の多数の部分球面状の円形（凸レンズ状）の突部が形
成されている。
【００２４】導光板５０の上側面には、導光板５０に向
けて垂直Ｘ方向に光を放射する冷陰極管１０が配置され
ている。従って、冷陰極管１０はその液晶表示装置５の
サイドライトである。
【００２５】導光板５０の左側面には、光散乱用の長い
導光バー４０を介して導光板５０に向けて光を放射する
複数のＬＥＤ３０が配置されている。従って、ＬＥＤ３
０はその液晶表示装置５のサイドライトである。導光バ
ー４０のＬＥＤ３０側の面は、導光板５０の背面と同様
に、プリズム状の水平Ｚ方向のスリット状の複数の凹凸
または溝４１がＸ軸に沿って形成されている。この溝４
１は、導光バー４０内で光を散乱させるためのものであ
る。図１Ｂにはその溝４１の平行な山線および谷線４２
が部分的に破線で示されている。ＬＥＤ３０は、好まし
くは白色または白色に近い光を発するタイプであること
が好ましい。
【００２６】冷陰極管１０は、導光板５０の上側面以外
の周囲が反射板１６で覆われている。ＬＥＤ３０および
導光バー４０は、導光板５０の左側面側以外の周囲が反
射板３６で覆われている。反射板１６および３６は、典
型的には内面に鏡面フィルムが貼られたアルミニウム・
プレートのカバーでできている。図１Ａの導光板５０の
下側面（底面）および右側面は、反射シート５８で覆わ
れている。図１Ａ、ＢおよびＣおよび後で説明する図２
～図１２において、図面に向かって手前側すなわち正面
に位置する反射板１６、３６および５８の部分は、バッ
クライト装置１００の構造を明らかにするために示され
ていない。
【００２７】動作を説明すると、バックライト装置１０
０を有する図１Ａ、ＢおよびＣの液晶表示装置５を含む
電子機器において、ユーザによって指定された所要の表
示輝度が或る閾値（例えば２０ｃｄ／ｍ２）より高いと
き、プロセッサ７１０は、冷陰極管の選択と表示輝度の
大きさとを含む命令ＣＭＤを光源切替制御部７２に供給
する。光源切替制御部７２は、プロセッサ７０からの命
令ＣＭＤに応答して、冷陰極管１０に給電する冷陰極管
駆動部７４を付勢する。光源切替制御部７２は、さら
に、命令ＣＭＤに応答して、その所要の輝度に従って冷
陰極管駆動部７４に制御信号を供給して冷陰極管１０の
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輝度を調整させる。ユーザによって指定されたその所要
の表示輝度がその閾値（２０ｃｄ／ｍ２）に等しいかま
たはそれ未満であるとき、プロセッサ７１０は、ＬＥＤ
の選択と表示輝度の大きさとを含む命令ＣＭＤを光源切
替制御部７２に供給する。光源切替制御部７２は、命令
ＣＭＤに応答して、ＬＥＤ３０に給電するＬＥＤ駆動部
７６を付勢する。光源切替制御部７２は、さらに、命令
ＣＭＤに応答して、その所要の輝度に従ってＬＥＤ駆動
部７６に制御信号を供給してＬＥＤ３０の輝度を調整さ
せる。
【００２８】その代替構成として、その電子機器におい
て、ＡＣ電源が使用されているとき、プロセッサ７１０
は、冷陰極管の選択と表示輝度の大きさとを含む命令Ｃ
ＭＤを光源切替制御部７２に供給する。光源切替制御部
７２は、命令ＣＭＤに応答して、冷陰極管１０に給電す
る冷陰極管駆動部７４を付勢する。光源切替制御部７２
は、さらに、命令ＣＭＤに応答して、比較的高い所定の
範囲（例えば、１５ｃｄ／ｍ２以上）の所要の表示輝度
に従って冷陰極管駆動部７４に制御信号を供給して冷陰
極管１０の輝度を調整させる。電子機器においてＤＣバ
ッテリが使用されているとき、プロセッサ７１０は、Ｌ
ＥＤの選択と表示輝度の大きさとを含む命令ＣＭＤを光
源切替制御部７２に供給する。光源切替制御部７２は、
命令ＣＭＤに応答してＬＥＤ３０に給電するＬＥＤ駆動
部７６を付勢する。光源切替制御部７２は、さらに、命
令ＣＭＤに応答して、比較的低い所定の範囲（例えば、
５～２０ｃｄ／ｍ２）の所要の表示輝度に従ってＬＥＤ
駆動部７６に制御信号を供給してＬＥＤ３０の輝度を調
整させる。
【００２９】その代替構成として、その電子機器におい
て、ＡＣ電源が使用されているとき、および電子機器に
おいてＤＣバッテリが使用されかつユーザによって指定
された所要の表示輝度が或る閾値（例えば２０ｃｄ／ｍ
２）より高いとき、プロセッサ７１０は、冷陰極管の選
択と表示輝度の大きさとを含む命令ＣＭＤを光源切替制
御部７２に供給する。光源切替制御部７２は、命令ＣＭ
Ｄに応答して、冷陰極管１０に給電する冷陰極管駆動部
７４を付勢する。光源切替制御部７２は、さらに、命令
ＣＭＤに応答して、その所要の輝度に従って冷陰極管駆
動部７４に制御信号を供給して冷陰極管１０の輝度を調
整させる。電子機器においてＤＣ電源が使用されかつユ
ーザによって指定されたその所要の表示輝度がその閾値
（２０ｃｄ／ｍ２）に等しいかまたはそれ未満であると
き、プロセッサ７１０は、ＬＥＤの選択と表示輝度の大
きさとを含む命令ＣＭＤを光源切替制御部７２に供給す
る。光源切替制御部７２は、命令ＣＭＤに応答して、Ｌ
ＥＤ３０に給電するＬＥＤ駆動部７６を付勢する。光源
切替制御部７２は、さらに、命令ＣＭＤに応答して、そ
の所要の輝度に従ってＬＥＤ駆動部７６に制御信号を供
給してＬＥＤ３０の輝度を調整させる。
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7
【００３０】冷陰極管１０の光は、破線矢印で示されて
いるように、導光板５０内に向けて下向きに放射され、
導光板５０の傾斜した背面において反射シート５３によ
って乱反射され、右側面および下側面において反射シー
ト５８によって反射されて、図１Ｂに示されているよう
に液晶パネル５４に向けて放射される。ＬＥＤ３０の光
は、破線矢印で示されているように、導光バー４０を通
して導光板５０内に向けて右向きに放射され、導光バー
４０において複数の溝４１によって散乱されて導光板５
０中に放射され、導光板５０の背面に形成された複数の
溝５１によって散乱されて、図１Ｃに破線矢印で示され
ているように液晶パネル５４に向けて放射される。
【００３１】このようにして、バックライト用の光源と
して冷陰極管１０を用いて良好な表示品質を確保し、一
方、バックライト用の光源としてＬＥＤ３０を用いてＤ
Ｃバッテリの動作可能な持続時間を長くすることができ
る。
【００３２】図２ＡおよびＢは、本発明による、バック
ライト装置１０１を含む液晶表示装置の別の実施形態を
示している。図２Ａは、バックライト装置１０１を含む
液晶表示装置の正面図である。図２Ｂは、図２Ａの液晶
表示装置の右側から見た側面図である。図２Ａにおい
て、図示されていないが、図１Ａと同様に、冷陰極管１
０は図１Ａの冷陰極管駆動部７４に接続され、複数のＬ
ＥＤ３０は図１ＡのＬＥＤ駆動部７６に接続されてい
る。
【００３３】図２ＡおよびＢにおいて、導光板５０２
は、長方形であり、一定の厚さ約２ｍｍを有する。導光
板５０２の上側面には冷陰極管１０が配置されている。
導光板５０２の下側面には複数のＬＥＤ３０が配置され
ており、導光板５０２中に直接的に光を放射する。導光
板５０２の前面には液晶パネル５４が配置されている。
冷陰極管１０は、導光板５０２の上側面側以外の周囲が
反射板１６で覆われている。ＬＥＤ３０は、導光板５０
２の下側面側以外の周囲が反射板３６で覆われている。
導光板５０２の左右側面は反射シート５８で覆われてい
る。
【００３４】このバックライト装置１０１において、冷
陰極管１０の光は、破線矢印で示されているように、導
光板５０内に向けて下向きに放射され、導光板５０の背
面において反射シート５３によって乱反射され、左右側
面において反射シート５８によって反射されて、図２Ｂ
に示されているように液晶パネル５４に向けて放射され
る。ＬＥＤ３０の光は、破線矢印で示されているよう
に、導光板５０２中に上向きに放射され、導光板５０の
背面において反射シート５３によって乱反射され、左右
側面において反射シート５８によって反射されて、図２
Ｂに破線矢印で示されているように液晶パネル５４に向
けて放射される。この実施形態においては、図１の長い
導光バー４０は不要であるが、ＬＥＤ３０は、一般的に
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は光の放射方向に指向性があり光が前方向を中心に扇状
に広がるので、導光板５０２の下辺においてＬＥＤ３０
の配置されてない部分付近は暗くなる傾向があり、よっ
てモールド樹脂の形状等によって指向性がより低いＬＥ
Ｄを用いることが好ましい。
【００３５】図３ＡおよびＢは、本発明による、バック
ライト装置１０３を含む液晶表示装置のさらに別の実施
形態を示している。図３Ａは、バックライト装置１０３
を含む液晶表示装置の正面図である。図３Ｂは、図３Ａ
の液晶表示装置の右側から見た側面図である。図３Ａに
おいて、図示されていないが、図１Ａと同様に、冷陰極
管１０は図１Ａの冷陰極管駆動部７４に接続され、ＬＥ
Ｄ３２および３４は図１ＡのＬＥＤ駆動部７６に接続さ
れている。
【００３６】バックライト装置１０３において、導光板
５０２の下側面に沿って長い導光バー４４が配置されて
おり、その長手方向の右端面に複数のＬＥＤ３２が配置
され、その長手方向の左端面に複数のＬＥＤ３４が配置
されている。導光バー４４の底面は、図１Ａの導光バー
４０の左側面と同様に、プリズム状の水平Ｚ方向のスリ
ット状の複数の溝４１が長手Ｙ方向に沿って形成されて
いる。導光板５０２の背面は、図３Ｂに示されているよ
うにＸＺ平面においてプリズム状の水平Ｙ方向のスリッ
ト状の複数の溝または凹凸５１がＸ軸に沿って形成され
ている。この溝５１は、導光板５０２内で垂直Ｘ方向の
光を散乱して正面Ｚ方向に放射する。導光バー４４の正
面、背面および底面は、反射シート５８で覆われてい
る。バックライト装置１０３のそれ以外の構成は、図２
ＡおよびＢのバックライト装置１０１と同様であり、再
び説明することはしない。
【００３７】バックライト装置１０３において、ＬＥＤ
３２および３４の光は、破線矢印で示されているよう
に、導光バー４４中に放射され、導光バー４４内で複数
の溝４１によって散乱され、その散乱された光が導光板
５０２中に上向きに放射され、導光板５０２において溝
５１によって散乱され、反射シート５３によって反射さ
れて、図３Ｂに破線矢印で示されているように液晶パネ
ル５４に向けて放射される。その導光バー４４によっ
て、導光板５０２において均一な輝度が得られる。冷陰
極管１０は、破線矢印で示されているように、図２Ａお
よびＢの場合と同様に導光板５０２に入り、導光板５０
２において溝５１によって散乱され、反射シート５３に
よって反射されて液晶パネル５４に光を放射する。
【００３８】図４ＡおよびＢは、本発明による、バック
ライト装置１０５を含む液晶表示装置のさらに別の実施
形態を示している。図４Ａは、バックライト装置１０５
を含む液晶表示装置の正面図である。図４Ｂは、図４Ａ
の液晶表示装置の右側面図である。図４Ａおよび後で説
明する図５～１２において、図示されていないが、図１
Ａと同様に、冷陰極管１０等は図１Ａの冷陰極管駆動部
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７４に接続され、ＬＥＤ３２および３４等は図１ＡのＬ
ＥＤ駆動部７６に接続されている。
【００３９】バックライト装置１０５において、導光板
５０６は、図１Ａ、ＢおよびＣの導光板５０と同様に、
楔状であり、頂部の最も厚い位置で約２ｍｍ～底部の最
も薄い位置で約１ｍｍの厚さを有する。導光板５０６の
背面は平坦でよい。楔型導光板５０６の上側面と冷陰極
管１０の間には、ＬＥＤ光を散乱させるための導光バー
４４が配置され、導光バー４４の右端部にＬＥＤ３２が
配置され、導光バー４４の左端部にＬＥＤ３４が配置さ
れている。導光バー４４の上面には、図３Ａの導光バー
４４と同様に水平Ｚ方向の複数の溝４１がＹ方向に沿っ
て形成されている。図３ＡおよびＢのバックライト装置
１０３と同様に、冷陰極管１０は反射板１６で覆われ、
ＬＥＤ３２および３４は反射板３６で覆われている。導
光板５０６の背面は反射シート５３で覆われいる。導光
板５０６の左右側面および下側面は反射シート５８で覆
われている。導光バー４４の正面および背面も反射シー
ト（５８）で覆われている（図示せず）。この場合、導
光板５０６が楔形なので、その分だけ液晶表示装置のサ
イズおよび重量が小さくなる。
【００４０】バックライト装置１０５において、冷陰極
管１０の光は、破線矢印で示されているように、導光バ
ー４４を通って導光板５０６中に入り、導光板５０６の
背面における反射シート５３によって乱反射されて、図
４Ｂに示されているように液晶パネル５４に向けて放射
される。ＬＥＤ３２および３４の光は、破線矢印で示さ
れているように、導光バー４４中にＹ方向に放射され、
導光バー４４内において溝４１によって散乱されて、そ
の散乱光が導光板５０６中に下向きに放射され、さらに
導光板５０６の背面における反射シート５３によって乱
反射されて、液晶パネル５４に向けて放射される。
【００４１】図５ＡおよびＢは、本発明による、バック
ライト装置１０７を含む液晶表示装置のさらに別の実施
形態を示している。図５Ａは、バックライト装置１０７
を含む液晶表示装置の正面図である。図５Ａにおいて、
冷陰極管１０および反射板１６が部分的に切欠かれてそ
の後ろに配置されている導光バー４４が示されている。
図５Ｂは、図６Ａの液晶表示装置の右側から見た側面図
である。
【００４２】バックライト装置１０７において、導光板
５０８は、図４ＡおよびＢの導光板５０６のように、楔
状であり、頂部の最も厚い位置で約３ｍｍ～底部の最も
薄い位置で約１．５ｍｍの厚さを有する。導光板５０８
の上側面には、冷陰極管１０と光散乱用の導光バー４４
が－Ｚ方向（後方向）に並べて配置されている。導光バ
ー４４の右端面にＬＥＤ３２が配置され、導光バー４４
の左端面にＬＥＤ３４が配置されている。導光バー４４
の上面は、図４Ａにおけるのと同様に、水平Ｚ方向のス
リット状の複数の溝４１が長手Ｙ方向に沿って形成され
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ている。図４ＡおよびＢの場合と同様に、冷陰極管１０
は反射板１６で覆われ、ＬＥＤ３２および３４は反射板
３６で覆われている。導光板５０８の左右側面および下
則面は反射シート５８で覆われている。導光バー４４の
上面、正面および背面も反射シート５８で覆われてい
る。
【００４３】バックライト装置１０７において、冷陰極
管１０の光は、破線矢印で示されているように、導光板
５０８中に直接的に下向きに放射され、導光板５０８の
背面における反射シート５３によって乱反射されて、図
５Ｂに示されているように液晶パネル５４に向けて放射
される。ＬＥＤ３２および３４の光は、図４ＡおよびＢ
の場合と同様に、破線矢印で示されているように、導光
バー４４中に水平Ｙ方向に放射され、導光バー４４内に
おいて溝４１によって散乱されて、その散乱光が導光板
５０８中に下向きに放射され、さらに導光板５０８の背
面における反射シート５３によって乱反射されて、液晶
パネル５４に向けて放射される。この場合、冷陰極管１
０の光が直接導光板５０８に入るので、図４のものと比
較して冷陰極管１０の光の減衰が少ない。冷陰極管１０
が付勢されたとき、導光板５０８の上辺側の厚さのため
に液晶パネル５４の上辺付近が暗くなるかもしれない。
その場合は、冷陰極管１０の付勢と同時に、ＬＥＤ３２
および３４も付勢して液晶パネル５４の上辺付近の輝度
の低下を補ってもよい。
【００４４】図６Ａ、ＢおよびＣは、本発明による、バ
ックライト装置１０９を含む液晶表示装置のさらに別の
実施形態を示している。図６Ａは、バックライト装置１
０９を含む液晶表示装置の正面図である。図６Ｂは、図
６Ａの液晶表示装置の右側面図である。図６Ｃは、図６
Ａの液晶表示装置の底面図である。
【００４５】バックライト装置１０９において、導光板
５１０は、図１Ａ、ＢおよびＣの導光板５０と同様に、
楔状であり、頂部の最も厚い位置で約２ｍｍ～底部の最
も薄い位置で約１ｍｍの厚さを有し、背面に垂直方向の
複数の溝５１を有する。導光板５１０の上則面には、導
光板５１０に向けて光を放射する冷陰極管１０が配置さ
れている。導光板５１０の右側面にはその面に沿って長
い導光バー４６が配置されている。導光板５１０の左側
面にはその面に沿って長い導光バー４７が配置されてい
る。導光バー４６の外側右側面および導光バー４７の左
側面には、図３Ａの導光バー４４と同様に、垂直Ｚ方向
の複数の溝４１がＸ方向に沿って形成されている。導光
バー４６の上端面にはＬＥＤ３２が配置され、導光バー
４６の下端面にはＬＥＤ３４が配置されている。導光バ
ー４７の上端面にはＬＥＤ３３が配置され、導光バー４
７の下端面にはＬＥＤ３５が配置されている。冷陰極管
１０は反射板１６で覆われ、ＬＥＤ３２、３３、３４お
よび３５は反射板３６で覆われている。導光板５１０背
面は反射シート５３で覆われている。導光板５１０の下
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側面は反射シート５８で覆われている。導光板５１０側
以外の導光バー４６および４７の正面、外側左右側面お
よび背面も反射シート５８で覆われている。
【００４６】バックライト装置１１０において、冷陰極
管１０の光は、図１Ａ、ＢおよびＣの場合と同様に、破
線矢印で示されているように、導光板５０中に下向きに
放射され、導光板５０の傾斜した背面において反射シー
ト５３によって乱反射されて、図６Ｂに示されているよ
うに液晶パネル５４に向けて放射される。ＬＥＤ３２、
３３、３４および３５の光は、破線矢印で示されている
ように、導光バー４６および４７中に垂直Ｘ方向に放射
され、導光バー４６および４７において溝４１によって
散乱されて、導光板５１０内へ水平Ｙ方向に放射され、
導光板５１０において溝５１によって散乱されて、液晶
パネル５４に向けて放射される。この場合、複数のＬＥ
Ｄ３２、３３、３４および３５が互いに離れて配置され
るので、液晶パネル５４における輝度の分布がより均一
になり、効率良く輝度を上げることができる。
【００４７】図７Ａ、ＢおよびＣは、本発明による、バ
ックライト装置１１１を含む液晶表示装置のさらに別の
実施形態を示している。図７Ａは、バックライト装置１
１１を含む液晶表示装置の正面図である。図７Ｂは、図
７Ａの液晶表示装置の右側面図である。図７Ｃは、図７
Ａの液晶表示装置の底面図である。
【００４８】バックライト装置１１１において、導光板
５１２の右側面にはその面に沿って長い導光バー４８が
配置され、導光板５１２の左側面にはその面に沿って長
い導光バー４９が配置されている。導光バー４８および
４９は、図６Ａ、ＢおよびＣの導光バー４６および４７
の形状を、ＸＹ平面においてさらに楔形にして四角錐状
にしたもので、各導光バー４８および４９は、その厚さ
および幅が、上面において共に約２ｍｍであり、底面に
おいて共に約１ｍｍである。右側の導光バー４８は、下
方向がより細くなるように、傾斜した右側面および背面
を有する。左側の導光バー４９は、下方向がより細くな
るように、傾斜した左側面および背面を有する。導光バ
ー４８の上端面にはＬＥＤ３２が配置され、導光バー４
９の上端面にはＬＥＤ３３が配置されている。バックラ
イト装置１１１のそれ以外の構成は、図６Ａ、Ｂおよび
Ｃのバックライト装置１０９と同様であり、再び説明す
ることはしない。この場合、導光バー４８および４９が
ＸＹ平面においても楔形なので、その分だけ液晶表示装
置のサイズおよび重量が小さくなる。
【００４９】バックライト装置１１１において、冷陰極
管１０の光は、図７Ａ、ＢおよびＣの場合と同様に、破
線矢印で示されているように、導光板５１２中に下向き
に放射され、導光板５１２の傾斜した背面において反射
シート５３によって乱反射されて、図６Ｂに示されてい
るように液晶パネル５４に向けて放射される。ＬＥＤ３
２および３３の光は、破線矢印で示されているように、
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導光バー４８および４９中に下向きに放射され、外側側
面において反射シート５８によって反射されて、導光板
５１０中に水平方向に放射され、導光板５１２において
溝５１によって散乱されて、液晶パネル５４に向けて放
射される。
【００５０】図８Ａ、ＢおよびＣは、本発明による、バ
ックライト装置１１３を含む液晶表示装置のさらに別の
実施形態を示している。図８Ａは、バックライト装置１
１３を含む液晶表示装置の正面図である。図８Ｂは、図
８Ａの液晶表示装置の右側面図である。図８Ｃは、図８
Ａの液晶表示装置の底面図である。
【００５１】バックライト装置１１３において、楔形導
光板５１４は、垂直な中央線ＣＬについて左右対称の２
つの平坦な背面を有し、垂直Ｘ方向のいずれの高さにお
いても左右外側から水平Ｙ方向に中央部に向かってより
薄くなっている。楔形導光板５１４の背面は反射シート
５３で覆われている。バックライト装置１１３のそれ以
外の構成は、図７ＡおよびＢのバックライト装置１１１
と同様であり、再び説明することはしない。この場合、
導光板５１４の中央線付近をより薄くすることにより、
ＬＥＤ３２および３３からの外側Ｙ方向からの光をより
効率的に液晶パネル５４に向けて放射できる。
【００５２】バックライト装置１１３において、冷陰極
管１０の光は、破線矢印で示されているように、導光板
５１４中に下向きに放射され、背面において反射シート
５３によって乱反射されて、図８Ｂに示されているよう
に液晶パネル５４に向けて放射される。ＬＥＤ３２およ
び３３の光は、破線矢印で示されているように、導光バ
ー４８および４９中に下向きに放射され、導光バー４８
および４９の外側の左右傾斜面において反射シート５８
によって反射されて、導光板５１４中にその左右両端か
らＹ方向に放射され、反射シート５３によって乱反射さ
れて、図８Ｂに示されているように液晶パネル５４に向
けて放射される。
【００５３】図９Ａ、ＢおよびＣは、本発明による、バ
ックライト装置１１５を含む液晶表示装置のさらに別の
実施形態を示している。図９Ａは、バックライト装置１
１５を含む液晶表示装置の正面図である。図９Ｂは、図
９Ａの液晶表示装置の右側面図である。図９Ｃは、図９
Ａの液晶表示装置の底面図である。バックライト装置１
１５は、図８ＡおよびＢのバックライト装置１１３の右
側半分と同様の構成である。バックライト装置１１５の
それ以外の構成は、図８Ａ、ＢおよびＣのバックライト
装置１１３と同様であり、再び説明することはしない。
この場合、ＬＥＤ３２および導光バー４８はそれぞれ１
つで済むが、ＬＥＤ３２は高い輝度を要求されるであろ
う。
【００５４】図１０ＡおよびＢは、本発明による、バッ
クライト装置１１７を含む液晶表示装置のさらに別の実
施形態を示している。図１０Ａは、バックライト装置１
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１７を含む液晶表示装置の正面図である。図１０Ｂは、
図１０Ａの液晶表示装置の右側面図である。
【００５５】バックライト装置１１７において、典型的
な液晶表示装置における楔形の導光板５１９と液晶パネ
ル５４の間に追加的な導光板５１８が配置されている。
導光板５１８の背面は、図１０Ｂに示されているように
ＸＺ平面においてプリズム状の水平Ｙ方向のスリット状
の複数の溝または凹凸５１がＸ軸に沿って形成されてい
る。この溝５１は、導光板５１８内で垂直Ｘ方向の光を
散乱して正面Ｚ方向に放射する。導光板５１８の上側面
には、その面に沿って光散乱用の長い導光バー４４が配
置されている。導光バー４４の上面は、図４ＡおよびＢ
の導光バー４４と同様に、Ｚ方向のスリット状の複数の
溝４１がＹ方向に形成されている。導光バー４４の左右
両側面の各々にはＬＥＤ３２および３４が配置されてい
る。楔形の導光板５１９の上側面には冷陰極管１０が配
置されている。
【００５６】冷陰極管１０は反射板１６覆われている。
ＬＥＤ３２および３４は反射板３６で覆われている。導
光板５１８および５１９の左右側面および下側面は反射
シート５８で覆われている。導光板５１９の背面は反射
シート５３で覆われいる。導光バー４４の上面、正面お
よび背面も反射シート５８で覆われている。
【００５７】バックライト装置１１７において、冷陰極
管１０の光は、破線矢印で示されているように、導光板
５１９の上則面から導光板５１９中に下向きに放射さ
れ、導光板５１９の傾斜した背面において反射シート５
３によって乱反射され、導光板５１８を通して図１０Ｂ
に示されているように液晶パネル５４に向けて放射され
る。ＬＥＤ３２および３４の光は、破線矢印で示されて
いるように、導光バー４４中に左右両端面から水平Ｙ方
向に放射され、導光バー４４において溝４１によって散
乱されて、導光板５１８中へ垂直方向に放射され、導光
板５１８において溝５１によって散乱されて、図１０Ｂ
に示されているように液晶パネル５４に向けて放射され
る。溝５１を通して後の導光板５１９に入ったＬＥＤ３
２および３４の光は、反射シート５３によって反射され
て再び導光板５１８を通して図１０Ｂに示されているよ
うに液晶パネル５４に向けて放射される。
【００５８】図１１ＡおよびＢは、本発明による、バッ
クライト装置１１９を含む液晶表示装置のさらに別の実
施形態を示している。図１１Ａは、バックライト装置１
１９を含む液晶表示装置の正面図である。図１１Ｂは、
図１１Ａの液晶表示装置の右側面図である。バックライ
ト装置１１９は、図１１ＡおよびＢのバックライト装置
１０５において、導光バー４４の右端面に複数のＬＥＤ
３２を配置し、導光バー４４の左端面に複数のＬＥＤ３
４を配置したものである。バックライト装置１１９で
は、それによってＬＥＤ３２および３４による輝度をよ
り高くすることができる。
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【００５９】図１２Ａ、ＢおよびＣは、本発明による、
バックライト装置１２１を含む液晶表示装置のさらに別
の実施形態を示している。図１２Ａは、バックライト装
置１２１を含む液晶表示装置の正面図である。図１２Ｂ
は、図１２Ａの液晶表示装置の右側面図である。図１２
Ｃは、図１２Ａの液晶表示装置の底面図である。バック
ライト装置１２１は、図６Ａ、ＢおよびＣのバックライ
ト装置５１０の頂部の冷陰極管１０と左右側部のＬＥＤ
３２および３４の配置を入れ替えたものである。
【００６０】バックライト装置１２１において、楔型導
光板５１０の上則面には、光散乱用の長い導光バー４４
が配置され、導光バー４４の右端面にＬＥＤ３２が配置
され、導光バー４４の左端部にＬＥＤ３４が配置されて
いる。導光バー４４の上則面には、図３Ａの導光バー４
４と同様に水平Ｚ方向の複数の溝４１が水平Ｙ方向に沿
って形成されている。導光板５１０の右側面には冷陰極
管１０が、その左側面には冷陰極管１１が配置されてい
る。その代替構成として、冷陰極管１０および１１は右
側または左側の一方だけを設けてもよい。冷陰極管１０
および１１の各々は反射板１６で覆われている。ＬＥＤ
３２および３４の各々は反射板３６で覆われている。導
光バー４４の上面、正面および背面も反射シート５８で
覆われている。楔型導光板５１０の構造は図６Ａ、Ｂお
よびＣの場合と同様であり、再び説明することなしな
い。
【００６１】バックライト装置１２１において、左右の
冷陰極管１０および１１の光は、破線矢印で示されてい
るように、導光板５１０中に水平Ｙ方向に放射され、導
光板５１０において溝４１によって散乱されて、図１２
Ｂに示されているように液晶パネル５４に向けて放射さ
れる。ＬＥＤ３２および３４の光は、破線矢印で示され
ているように、導光バー４４中に水平Ｙ方向に放射さ
れ、導光バー４４において溝４１によって散乱されて、
導光板５１０中に下向きに放射され、導光板５０の特に
傾斜した背面において反射シート５３によって乱反射さ
れて、図１２Ｂに示されているように液晶パネル５４に
向けて放射される。
【００６２】以上説明した実施形態は典型例として挙げ
たに過ぎず、その各実施形態の構成要素を組み合わせる
こと、その変形およびバリエーションは当業者にとって
明らかであり、当業者であれば本発明の原理および請求
の範囲に記載した発明の範囲を逸脱することなく上述の
実施形態の種々の変形を行えることは明らかである。
【００６３】（付記１）  冷陰極管および発光ダイオー
ドを含む複数の光源と、液晶ユニットとを含む液晶表示
装置と、前記液晶表示装置における所要の輝度に応じて
前記複数の光源の中の少なくとも１つを選択してこの選
択された光源を動作させる制御器と、を具える、電子機
器。
（付記２）  前記制御器は前記所要の輝度に応じて前記
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選択された光源の輝度を決定するものである、付記１に
記載の電子機器。
（付記３）  前記制御器は、前記所要の輝度が所定の閾
値より高いときは前記冷陰極管を選択するものである、
付記１に記載の電子機器。
（付記４）  前記制御器は、交流電源が利用可能なとき
は前記冷陰極管を選択するものである、付記１に記載の
電子機器。
（付記５）  前記制御器は、前記所要の輝度が前記所定
の閾値以下であるかまたはバッテリが利用可能であると
きは、前記発光ダイオードを選択するものである、付記
１に記載の電子機器。
（付記６）  前記液晶表示装置は、さらに、側面から入
った前記複数の光源の中の少なくとも１つの光を前記液
晶ユニットに向けて放射する少なくとも１つの導光板を
含むものである、付記１に記載の電子機器。
（付記７）  前記導光板の厚さがほぼ一定である、付記
６に記載の電子機器。
（付記８）  前記導光板の厚さは或る辺から対向する辺
まで徐々に薄くなるものである、付記６に記載の電子機
器。
（付記９）  前記導光板の厚さは対向する２つの辺から
中心線まで徐々に薄くなるものである、付記６に記載の
電子機器。
（付記１０）  前記導光板の厚さは或る頂点から対角の
頂点まで徐々に薄くなるものである、付記６に記載の電
子機器。
（付記１１）  前記導光板の背面に光散乱のための複数
の平行な溝が形成されている、付記６に記載の電子機
器。
（付記１２）  前記液晶表示装置は、さらに、側面から
入った前記複数の光源の中の少なくとも１つの光を散乱
させて前記液晶ユニットに向けて放射する少なくとも１
つの導光板を含むものである、付記１に記載の電子機
器。
（付記１３）  前記液晶表示装置は、さらに、少なくと
も１つの面から入った光を散乱させて別の面を通して放
射する導光体と、側面から入った前記散乱された光を前
記液晶ユニットに向けて放射する導光板とを含むもので
ある、付記１に記載の電子機器。
（付記１４）  前記導光体の対向する２つの端部の間の
面に光散乱のための複数の平行な溝が形成されている、
付記１３に記載の電子機器。
（付記１５）  前記液晶表示装置は、さらに、側面から
入った光を前記液晶ユニットに向けて放射する導光板
と、一端から他端へと徐々に細くなり、前記一端の面か
ら入った光を別の面から前記導光板に放射する長い導光
体と、を含むものである、付記１に記載の電子機器。
（付記１６）  前記液晶表示装置は、さらに、或る面か
ら入った前記発光ダイオードの光を別の面を通して放射*
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*する導光体と、側面から入った前記放射された光を前記
液晶ユニットに向けて放射し、側面から入った前記冷陰
極管からの光を前記液晶ユニットに向けて放射する導光
板と、を含むものである、付記１に記載の電子機器。
（付記１７）  前記液晶表示装置は、さらに、側面から
入った前記冷陰極管の光を前記液晶ユニットに向けて放
射する第１の導光板と、側面から入った前記発光ダイオ
ードの光を前記液晶ユニットに向けて放射する第２の導
光板と、を含むものである、付記１に記載の電子機器。
（付記１８）  前記液晶表示装置は、さらに、或る面か
ら入った前記発光ダイオードの光を別の面を通して放射
する導光体と、側面から入った前記放射された光を前記
液晶ユニットに向けて放射する第１の導光板と、側面か
ら入った前記冷陰極管からの光を前記液晶ユニットに向
けて放射する第２の導光板とを含むものである、付記１
に記載の電子機器。
（付記１９）  少なくとも１つの冷陰極管および少なく
とも１つの発光ダイオードを含む複数の光源と、液晶パ
ネルと、或る面から入った前記複数の光源の中の少なく
とも１つの光を別の面を通して前記液晶パネルに向けて
放射する導光板と、所要の輝度に応じて前記複数の光源
の中の少なくとも１つを選択しその輝度を決定して前記
選択された光源を動作させる制御器と、を具える、液晶
表示装置。
【００６４】
【発明の効果】本発明は、前述の特徴によって、液晶表
示装置において要求される輝度に応じて電力効率の良い
バックライト用の光源を選択でき、それによってそのバ
ックライト用の光源に用いられるバッテリの動作可能な
持続時間を長くでき、そのような液晶表示装置を有する
電子機器を実現できるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１Ａ、ＢおよびＣは、本発明による、透過型
液晶パネルの背面に配置されたバックライト装置を含む
液晶表示装置の一実施形態を示している。
【図２】図２ＡおよびＢは、本発明による、バックライ
ト装置を含む液晶表示装置の別の実施形態を示してい
る。
【図３】図３ＡおよびＢは、本発明による、バックライ
ト装置を含む液晶表示装置のさらに別の実施形態を示し
ている。
【図４】図４ＡおよびＢは、本発明による、バックライ
ト装置を含む液晶表示装置のさらに別の実施形態を示し
ている。
【図５】図５ＡおよびＢは、本発明による、バックライ
ト装置を含む液晶表示装置のさらに別の実施形態を示し
ている。
【図６】図６Ａ、ＢおよびＣは、本発明による、バック
ライト装置を含む液晶表示装置のさらに別の実施形態を
示している。
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【図７】図７Ａ、ＢおよびＣは、本発明による、バック
ライト装置を含む液晶表示装置のさらに別の実施形態を
示している。
【図８】図８Ａ、ＢおよびＣは、本発明による、バック
ライト装置を含む液晶表示装置のさらに別の実施形態を
示している。
【図９】図９Ａ、ＢおよびＣは、本発明による、バック
ライト装置を含む液晶表示装置のさらに別の実施形態を
示している。
【図１０】図１０ＡおよびＢは、本発明による、バック
ライト装置を含む液晶表示装置のさらに別の実施形態を
示している。
【図１１】図１１ＡおよびＢは、本発明による、バック
ライト装置を含む液晶表示装置のさらに別の実施形態を
示している。 *
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*【図１２】図１２Ａ、ＢおよびＣは、本発明による、バ
ックライト装置を含む液晶表示装置のさらに別の実施形
態を示している。
【符号の説明】
１００  バックライト装置
１０  冷陰極管
３０  ＬＥＤ
４０  長い導光板
４１  光散乱用の溝
５０  導光板
５１  光散乱用の溝
５４  液晶パネル
７２  光源切替制御部
７４  冷陰極管駆動部
７６  ＬＥＤ駆動部

【図１】

【図２】 【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】

【図１０】 【図１１】
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【図８】 【図９】

【図１２】
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